
全 員 協 議 会 資 料 

                       令和７年１月２１日 

 

１．物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業について 

（なばりの未来創造部、市民部、福祉子ども部）・・・Ｐ２～７      

     

２．その他（報告） 

 ・伊賀市、笠置町及び南山城村とのごみ処理広域化の検討状況について 

（地域環境部）・・・Ｐ８・９     

     伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化基本構想検討 

委員会の進捗状況について                ・・・別冊 

 



 

 

 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業について 

 

１．概要 

  国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策（令和６年１１月２２日閣議

決定）において、低所得世帯の支援を行うとともに、物価高騰の影響を受けた生活者や

事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施する

取組を支援する重点支援地方交付金を追加する旨が盛り込まれました。 

今回、この交付金を活用した事業の実施のための予算について、令和６年度一般会計

補正予算（第７号）に計上するものです。 

 

２．対象となる事業 

  重点支援地方交付金の交付の対象となる事業は、エネルギー・食料品価格等の物価高

騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を主たる目的とする事業であって、支援の効果

が当該生活者等に直接的に及ぶ事業とされ、次の三つに区分されています。 

（１）令和６年度低所得世帯支援枠 

  物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を目的とする事業です。 

（２）不足額給付分の給付金・定額減税一体支援枠 

  令和６年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、令和６年に実施した定額減

税し切れないと見込まれる方への給付（以下「当初調整給付」といいます。）に不足が

あることが判明した方等の支援を目的とする事業です。 

（３）推奨事業メニュー 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を目的と

する事業であり、効果的と考えられる推奨事業メニューを国が提示しています。 

推奨事業メニュー 

（生活者支援） 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰 

に伴う低所得世帯支援 

②エネルギー・食料品価格等の物価高騰

に伴う子育て世帯支援 

③消費下支え等を通じた生活者支援 

④省エネ家電等への買い換え促進による 

生活者支援 

（事業者支援） 

⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公 

衆浴場等に対する物価高騰対策支援 

⑥農林水産業における物価高騰対策支援 

⑦中小企業等に対するエネルギー価格高 

騰対策支援 

⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に

対する支援 

※推奨事業メニューよりも更に効果があると判断する事業も交付金の活用が可能です。 
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３．実施する事業の内容 

（１）令和６年度住民税均等割非課税世帯給付金給付事業 

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯（令和６年度の住民税均等割非課税世帯）に対

し、負担の軽減を図るため、１世帯当たり３万円を給付します。 

ア． 給 付 額 １世帯当たり３万円 

イ．対 象 者 国が指定する基準日（令和６年１２月１３日）において、世帯全

員の令和６年度の住民税均等割が非課税である世帯（住民税が課

税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。） 

ウ．対 象 者 数 約９，１００世帯 

エ．給 付 方 法 下図のとおり振込口座確定後、プッシュ型による給付を行います。 

なお、振込口座の変更の意向があった場合は、指定の金融機関口

座へ振り込みます。また、口座情報が不明な場合は、確認書によ

る対応とします。 

 

 ＜プッシュ型による給付＞ 

 

 

 

   

   

   

 ＜確認書による給付＞ 

 

 

 

   

   

 

 

 

オ．スケジュール 令和７年２月中旬 対象世帯への案内 

                 下旬 給付金の支給 

  カ．そ の 他 本事業の対象とならない措置入所等児童等に対し、市独自の事業

として、１世帯当たり３万円を給付します。（推奨メニューの活

用による横出し事業） 

市 

② 振込口座確定後に給付 

① 振込口座変更の意向確認のために案内を送付 対

象

世

帯 

市 

③ 振込口座確定後に給付 

① 振込口座確認のために案内及び確認書を送付 
対

象

世

帯 

② 確認書を返送 
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（２）令和６年度住民税均等割非課税世帯給付金給付事業（こども加算） 

住民税均等割非課税世帯への給付金の加算として、当該給付金の支給対象となる世帯

の１８歳以下の児童について、一人当たり２万円を給付します。 

ア．給 付 額 児童一人当たり２万円 

イ．対 象 者 住民税均等割非課税世帯への給付金の対象世帯の１８歳以下

（１８歳に達する日以降最初の３月３１日まで）の児童 

ウ．対 象 者 数 約９００人 

エ．給 付 方 法 住民税均等割非課税世帯への給付金と同様の給付方法です。 

オ．スケジュール 住民税均等割非課税世帯への給付金と同様のスケジュールを予定

しています。 

 

（３）不足額給付分の給付金・定額減税一体支援枠（令和７年度実施事業） 

  当初調整給付の算定に際し、令和５年所得等を基にした推計額（令和６年分推計所得 

税額）を用いたことにより、令和６年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、 

本来給付すべき所要額と、当初調整給付の給付額との間で差額が生じた場合に、不足分

を給付します。 

  なお、この事業は、令和６年分所得税及び定額減税の実績額等の確定後でなければ対

象者、金額等が決定できないことから、令和７年度の一般会計６月補正予算への予算計

上を行い、令和７年９月頃から実施する予定です。 

 

＜参考＞ 

 

            引用元 内閣府地方創生推進室：低所得者支援及び定額減税補足給付金

（うち、不足額給付）概要資料（１２／１７時点版） 

 

  ※不足額給付時に算出した調整給付所要額（Ａ）が当初調整の給付額を下回った場合

にあっては、余剰額の返還は求めません。 
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（４）推奨事業メニュー 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するため、 

Ｐ６・７の一覧表のとおり、事業を実施します。 

 

４．交付限度額及び財源 

 ５２４，８５６千円（国庫補助金１０／１０） 

＜内訳＞ 

（１） 令和６年度低所得世帯支援枠及び不足額給付分の給付金・定額減税一体支援枠 

交付限度額 ３４０，４７２千円（うち、事務費 ３０，９４７千円） 

（２） 推奨事業メニュー 

交付限度額 １８４，３８４千円 
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合　　　　　　　計 184,384

うち　生活者支援分 119,486

うち　事業者支援分 64,898

1
福祉子ども部
生活支援室

住民税非課税世帯に対する給付金
【措置入所等児童等対応分】

①物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を目的とする令和６年度住民税均等割非課税世帯給付金給付事業を行う
　 に当たり、対象とならない措置入所等児童等の支援のため給付金を支給します。
②給付金支給に係る経費
③必要経費　１,２００千円
　 対象世帯数：４０世帯×単価：３０,０００円＝１,２００,０００円
④養護学園、里親家庭等の措置入所等児童や配偶者及びその他親族からの暴力等を理由に避難している者等

1,200

【生活者支援】①エネル
ギー・食料品価格等の
物価高騰に伴う低所得
世帯支援

R7.3 R7.5

2
福祉子ども部
保育幼稚園室

保育施設等副食費無償化事業

①物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、市内の教育・保育施設の副食費について、令和７年４月～７月の
　 ４か月間無償化します。
②市内の教育・保育施設の児童の副食費
③必要経費　１７,３０８千円
　　公立　＠４,８００円/月×延べ２６８人（４か月）=１,２８６,４００円
　　私立　１号:＠２４０円/日×延べ１９,２５７日（４か月）=４,６２１,６８０円
　　　　　　２号:＠４,８００円×延べ２,３６２人（４か月）=１１,３３７,６００円
　　市外　１号:＠２４０円/日×延べ２５６日（４か月）=６１,４４０円
　　　　　　２号:＠４,８００円×延べ０人（４か月）=０円
　　合計　１７,３０７,１２０円
④公立保育所３園、民間保育園６園、認定こども園７園、私立幼稚園２園、市外委託２園に通園する児童の保護者

17,308

【生活者支援】②エネル
ギー・食料品価格等の
物価高騰に伴う子育て
世帯支援

R7.4 R7.7

3 教育委員会
教育総務室

学校給食費無償化事業

①物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、学校給食費について、令和７年４月～７月の４か月分を無償化します。
②物価高騰による給食費無償化に係る経費
③必要経費　７５,６２１千円
　 令和７年度児童数見込　３，４９９人×令和７年４月～７月分給食費≒７５,６２１,０００円
   （参考：１８，９０５千円/月）
④小学校１４校に通学する児童の保護者

75,621

【生活者支援】②エネル
ギー・食料品価格等の
物価高騰に伴う子育て
世帯支援

R7.4 R7.7

4
福祉子ども部
子ども家庭室

ばりっ子まるまる給付金給付事業

①食費（おむつ、ミルク）等の物価高騰に直面する、３歳未満の乳幼児を養育する世帯の生活を支援するため、対象
　 児童一人につき２万円の給付金を支給します。
②給付金支給に係る経費
③必要経費　２４,６３９千円
 　対象世帯数１,０１１世帯、対象児童数１,０６８人
 　【事業費】２１,３６０,０００円（２０,０００円×１,０６８人）
 　【事務費】３,２７９,０００円
　　　　　　　（消耗品費５０千円、郵便料１１２千円、手数料１１２千円、使用料及び賃借料５千円、委託料３,０００千円）
④令和４年４月２日から令和７年３月３１日までに生まれた児童を養育する者
　 （令和７年１月１日時点で本市に住民登録している者で令和６年１２月分の児童手当の受給者及び令和７年１月分
　 から同年３月分までの児童手当の新規認定又は額改定の認定を受けた者）

24,639

【生活者支援】②エネル
ギー・食料品価格等の
物価高騰に伴う子育て
世帯支援

R7.1 R7.3

5
教育委員会
教育総務室

遠距離通学費補助金

①物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、バス定期代の値上げ分に伴う保護者負担増加分を支援します。
②物価高騰によるバス代に係る経費（令和７年度の１２か月分）
③必要経費　７１８千円
　 （小学校）児童数８０人（見込）×１，０００円＝８０，０００円
 　（中学校）生徒数３１９人（見込）×２，０００円＝６３８，０００円
④（小学校）つつじが丘小学校にバスで通学する児童の保護者
　 （中学校）名張中学校ほか２校にバスで通学する生徒の保護者

718

【生活者支援】②エネル
ギー・食料品価格等の
物価高騰に伴う子育て
世帯支援

R7.4 R8.3

6
福祉子ども部
医療福祉総務
室

物価高騰に伴う配食ボランティア団
体への運営支援事業

①配食ボランティア団体の物価高騰による食材料費等への影響を軽減し、活動の継続・サービス利用者の支援を
　 推進するため、配食ボランティア団体の年間食材料費相当額に対し、物価高騰による増額分を補助します。
②配食ボランティア団体への補助金交付に係る経費
③必要経費　５２０千円
　 年間食材料費単価（令和６年度）＠４００円×２０,０００食×６.５％（生鮮食品消費者物価指数の令和６年度
　 （４月～１０月前年同月比）平均上昇率）＝５２０千円
④令和６年４月１日現在で名張市ボランティアセンターに登録している配食ボランティア団体（９団体）

520
【事業者支援】⑦中小
企業等に対するエネル
ギー価格高騰対策支援

R7.1 R7.3

7
福祉子ども部
医療福祉総務
室

物価等高騰に伴う地域支え合い団体
（有償ボランティア）支援事業

①燃料価格及び電気料金高騰の影響を受ける市内の地域ささえあい団体の事業の維持を図るため、燃料費等高騰分
　 の一部を支援します。
②生活支援及び外出支援に係る電気料金・燃料費
③必要経費　６９４千円
    電気料金・燃料費高騰分相当(三重県訪問・通所系障害施設単価を準用）
　　・生活支援実施団体（１１団体）×基準単価４,３００円（県電気・ガス単価）×１２か月＝５６７,６００円
　　・外出支援実施団体（７団体）×基準単価１,５００円（県燃料単価×２）×１２か月＝１２６,０００円
④地域ささえあい団体（１１団体）

694
【事業者支援】⑦中小
企業等に対するエネル
ギー価格高騰対策支援

R7.1 R7.3

8
福祉子ども部
子ども家庭室

子ども食堂運営補助事業

①こども食堂運営に対する負担軽減に係る補助金を支給します。
②子ども食堂への補助金支給に係る経費
③必要経費　４００千円
　 ４団体×１００,０００円
④なばりこども・地域食堂ネットワーク連絡会に登録し、継続的に活動している団体（４団体）

400

【事業者支援】⑤医療・
介護・保育施設、学校
施設、公衆浴場等に対
する物価高騰対策支援

R7.1 R7.3

9
福祉子ども部
介護・高齢支援
室

物価等高騰に伴う高齢者施設等支
援事業

①物価等の高騰の影響を受け、介護サービス事業所等の運営経費の増大が生じている状況の中で、食材費、光熱費
　 及び燃料費の一部を支援することにより、その負担を軽減し、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援します。
　 （令和６年度三重県補助基準単価の１／４を支援）
②食材費、光熱費、燃料費
③必要経費　８,５０８千円
　 〇食材費、光熱費高騰分　７,９８３,９６６円
　　　入所系　単価×定員数×３か月
　　　通所系　単価×定員数×３か月
　　　訪問系　単価×事業所数×３か月
 　〇燃料費高騰分　５２３,１２５円
　　　入所系　単価×事業所数×３か月×車両数
　　　通所系　単価×事業所数×３か月×車両数
　　　訪問系　単価×事業所数×３か月×車両数　　　　合計　８,５０７,０９１円
　 〇対象期間　令和７年１月～３月（３か月）
④介護サービス事業所等 （約１６０事業所等）

8,508

【事業者支援】⑤医療・
介護・保育施設、学校
施設、公衆浴場等に対
する物価高騰対策支援

R7.1 R7.3

事業終了
時期

事業開始
時期

推奨事業
メニュー

番号

交付金活用額
（千円）

No. 部局・室 事業名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
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事業終了
時期

事業開始
時期

推奨事業
メニュー

番号

交付金活用額
（千円）

No. 部局・室 事業名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

10
福祉子ども部
障害福祉室

物価等高騰に伴う障害福祉サービス
等事業所支援事業

①物価等高騰の影響を受け、障害福祉サービス事業所の運営経費の増大が生じている状況の中で、食材費、光熱費
　 及び燃料費の一部を支援することにより、その負担を軽減し、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援します。
　 （令和６年度三重県補助基準単価の１／４を支援）
②食材費、光熱費、燃料費
③必要経費　２,８９７千円
　 ○食材費、光熱費高騰分　２,６５５,３２１円
　　　入所系　単価×定員数×３か月
　　　通所系　単価×定員数×３か月
　　　訪問系　単価×事業所数×３か月
　 ○燃料費高騰分　２４０,９７５円
　　　入所系　単価×事業所数×３か月×車両数
　　　通所系　単価×事業所数×３か月×車両数
　　　訪問系　単価×事業所数×３か月×車両数　　　　合計　２,８９６,２９６円
　 ○対象期間：令和７年１月～３月（３か月）
④障害福祉サービス等事業所（約１０２事業所）

2,897

【事業者支援】⑤医療・
介護・保育施設、学校
施設、公衆浴場等に対
する物価高騰対策支援

R7.1 R7.3

11 福祉子ども部
保育幼稚園室

保育所等に係る給食費及び光熱費
高騰対策事業

①教育・保育施設に対し、物価高騰による影響が大きい給食費、光熱費の補助を行うことで事業者の負担を軽減します。
②市内の教育・保育施設への給食食材費、光熱費補助
③必要経費　７,１２３千円
　（民間保育所措置費分）
　　【給食食材費補助】６,６３８,８７４円
　　　令和６年４月１日　園児数（１号）２０１人×@３９円×２０日×３か月=４７０,３４０円
　　　令和６年４月１日　園児数（２･３号）１,４０６人×@３９円×２５日×３か月=４,１１２,５５０円
　　【光熱費補助】
　　　令和６年４月１日　定員数１,６８８人×@４０６円×３か月=２,０５５,９８４円
　（小規模保育事業分）２６８,５５７円
　　【給食食材費補助】
　　　令和６年４月１日　園児数（２･３号）６１人×@３９円×２５日×３か月=１７８,４２５円
　　【光熱費補助】
　　　令和６年４月１日　定員数７４人×@４０６円×３か月=９０,１３２円
　（事業所内保育事業分）２１５,１８７円
　　【給食食材費補助】
　　　令和６年４月１日　園児数（２･３号）４９人×@３９円×２５日×３か月=１４３,３２５円
　　【光熱費補助】
　　　令和６年４月１日　定員数５９人×@４０６円×３か月=７１,８６２円
　　合計　７,１２２,６１８円
④民間保育園７園、認定こども園７園、地域型保育事業所７園（小規模保育５園、事業所内保育２園）

7,124

【事業者支援】⑤医療・
介護・保育施設、学校
施設、公衆浴場等に対
する物価高騰対策支援

R7.1 R7.3

12
教育委員会
教育総務室

名張市立中学校における注文弁当
販売事業者支援事業

①食材費及び光熱水費等の経費が増加している、名張市立中学校における注文弁当販売事業者に補助することで、
 　弁当の販売価格にその負担が転嫁されることを抑止し、注文弁当販売事業が継続して行われることを目的とし、
 　支援を行います。
②補助金交付に係る経費
③必要経費　３４２千円
　 販売食数４,４８９食（令和５年度実績による見込数）×７６円（食料・光熱水費・燃料費の消費者物価指数上昇率
　 より積算） ＝３４２,０００円
④市立中学校における注文弁当販売事業者

342
【事業者支援】⑦中小
企業等に対するエネル
ギー価格高騰対策支援

R7.4 R8.3

13 上下水道部
経営総務室

水道事業会計繰出金

①原油価格高騰による水道施設動力費の急激な上昇に対する補助を行い、利用者への価格転嫁を抑制することで
 　水道事業の維持に向けた経営支援を図ります。
②水道施設動力費（原油価格高騰分）
③原油価格高騰分
　 燃料費調整単価差額（令和６年度：令和３年度）×令和６年度実績見込使用量（kWh）
　 ＝１８,１４９,１４７円（令和６年４月～令和７年３月を算出）
④桜ケ丘取水所ほか５９施設

5,501
⑨上記の推奨事業メ
ニューよりも更に効果
があると考える事業

R7.1 R7.3

14
上下水道部
経営総務室

下水道事業会計繰出金

①原油価格高騰による下水道施設動力費の急激な上昇に対する補助を行い、利用者への価格転嫁を抑制することで
　 下水道事業の維持に向けた経営支援を図ります。
②下水道施設動力費（原油価格高騰分）
③原油価格高騰分
　 燃料費調整単価差額（令和６年度：令和３年度）×令和６年度実績見込使用量（kWh）
　 ＝１６,０９８,９３１円（令和６年４月～令和７年３月を算出）
④名張市中央浄化センターほか２４３施設

4,864
⑨上記の推奨事業メ
ニューよりも更に効果
があると考える事業

R7.1 R7.3

15
市立病院事務
局
総務企画室

病院管理運営事業

①原油価格高騰によるエネルギー、ガス料金の急激な上昇に対する補助を行い、病院事業の維持に向けた経営支援
　 を図ります。
②光熱水費/電気代・ガス代
　 棚卸資産購入限度額/診療材料
　 委託料/給食業務委託
③電気・ガス：単価差額(令和６年度見込：令和３年度)×令和６年４月～令和７年３月予定使用量
　 診療材料：単価差額（令和５年度契約単価：令和６年１２月時点）×令和６年４月～令和７年３月予定使用量
　 給食業務委託：１食単価値上額×令和６年７月～令和７年３月予定食数
④名張市病院事業

10,876
⑨上記の推奨事業メ
ニューよりも更に効果
があると考える事業

R7.1 R7.3

16 － 公共施設の光熱費高騰分への充当

①地方公共団体が運営する直接住民の用に供する施設（小中学校やこども支援センター等）のエネルギー価格高騰分
　 に対し、当該交付金の一部を充当します。
②光熱費高騰分
③＜積算方法＞
　 単価差（令和６・７年度見込－令和３年度実績）×令和６・７年度見込使用料金＝５４,９５０,０００円
④小中学校、こども支援センター等公共施設

23,172
⑨上記の推奨事業メ
ニューよりも更に効果
があると考える事業

R7.1 R8.3
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伊賀市、笠置町及び南山城村とのごみ処理広域化の検討状況について（報告） 

 

１．ごみ処理広域化の検討について 

ごみ処理広域化については、共通の課題を持つ伊賀市、笠置町及び南山城村と本市の

４市町村で検討していくことを令和５年８月１７日の全員協議会において報告させてい 

ただき、同年９月１日に、ごみ処理広域化に係る連絡及び調整や法定協議会設置の検討・

調整を目的とした４市町村長で構成する任意の検討協議会を設置しました。 

令和６年４月１日には、ごみ処理広域化に関する事務を共同して管理し、及び執行す

るため、地方自治法に基づく法定協議会として「伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村

ごみ処理広域化検討協議会」（以下「検討協議会」といいます。）を設置し、同時にご

み処理広域化基本構想（以下「基本構想」といいます。）に係る調査、審議を行うため

の附属機関として「伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化基本構想検討

委員会」（以下「検討委員会」といいます。）を共同設置して、同年６月３日に４市町

村から検討委員会へ基本構想の策定についての諮問を行いました。 

現在は、検討協議会において、検討委員会による調査、審議の連絡、調整及び進捗管

理を行いながら、基本構想策定を通しての広域化の方向性について検討しているところ

です。 

 

２．これまでの検討状況について 

（１）検討協議会 

  第１回検討協議会（令和６年５月１日開催） 

   ＜協議内容＞ 

    ・規約に基づく規程等の整備について 

・検討委員会の委員候補者の決定について 

・検討委員会への諮問内容について 

・今後のごみ処理広域化検討のスケジュール（案）について 

（２）検討委員会 

  ア．第１回検討委員会（令和６年６月３日開催） 

   ＜検討内容＞ 

    ・これまでの経緯について 

・基本構想策定について 

・各市町村におけるごみ処理施設等の現状 
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・検討スケジュール 

・三重県、京都府におけるごみ処理の状況 

・ごみ処理の広域化の経緯と今後の進め方について 

イ．第２回検討委員会（令和６年１１月１２日開催） 

   ＜検討内容＞ 

    ・ごみ処理システムの現状と課題 

・基本構想における分別区分案 

・ごみ排出量などの将来予測 

・広域化メニューの抽出 

（詳細は、別冊資料「伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化基

本構想検討委員会の進捗状況について」をご参照ください。） 

 

３．今後の検討事項について 

別冊資料のＰ７「基本構想策定のスケジュール」に従い、引き続き、検討委員会にお

けるごみ処理施設、リサイクル施設の広域化メニューの効果検討による広域化メニュー

案の検討、さらには、施設規模の設定、処理方式の検討によるごみ処理施設の整備方針

の検討及び組織運営体制や事業スケジュール、財政計画などの検討による広域化の検討

と整理についての調査、審議を踏まえながら、検討協議会において、令和７年度中の基

本構想策定によるごみ処理の広域化・集約化の実現可能性等を検討していきます。 
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